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（2019年度入学生）

大阪府では、大阪の子どもたちが、中学校卒業時の進路選択段階で、私立高校への進学を経済的理由であきらめること

のないよう、揺藁科を実顕無摘割肥する馴鹿を実施しています。2019年度新入生から、これまで以上に手厚い補助制

度が実施されます。是非この制度を活用し、自らの希望に応じて自由に学校を選択してください。
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補助の要件
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表示の年収めやすは保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1

人（16歳以上）、中学生1人の4人世帯の場合のものです。実際

は、道府県民税所得到頭と市町村民税所得割額の合算により判定

します。

※2　19歳（高校生は除く）以上は、在学者に限る。

※3　授業料にかかわらず負担額は変わりません。

※4　授業料が60万円を超える学校の場合、その超えた頴と上記負担

額の合計額が負担額となります。

（授業料が65万円の学校の場合→上記負担額＋5万円）

※5　授業料が60万円未満の学校の場合、授業料から118．800円を

引いた類が負担額となります。

※6　1単位あたりの授業料が10．032円を超える学校の場合、その超

えた額に5．220円を加えた額が負担額となります。

（l単位あたりの授業料が12．000円の学校の場合→7．188円）

※7　1単位あたりの授業料が10，032円未満の学校の場合、授業料か

ら4．812円を引いた頬が負担額となります。

注意事項
①生徒と保護看（親権者全員）が大阪府内に在住している　・補助の対黒となる場合でも授業料は、一旦支払う必要が

こと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あります。（後日、お通いの学校より還付または相殺されます。）

④大阪府教育長が指定した「私立高校生等就学支援推進校」　・入学金や教科喜代、修学旅行積立金等は対象外です。
tこ10月1日iこ在学していること。　　　　　　　・入学した高等学校が定める期限までiこ申請する必要があり

③保護善の道府県民税所得別額と市町村民税所得割額の合算　　ます。（入学以降、学校より連鰭があります。）

（親権者全員）が、基準の範囲内であること。
（国の就学支援金を受給していることが必要です。）

［お問い合わせ先］府民お問合せセンターピどっとライン（06）6910－8001大阪府教育庁私学課（06）6941－0351（代表）

［大阪府H印「私立高校生等に対する授業料支矧こついて」http：／／www．pref．osaka．1g．jp／Shigaku／Shlgakumushouka／
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田要　　件　保護者からの、申甜手続きが必要です。
2018年7月1日時点において、次の①～④の要件を、すべて満たしている方が支給の対象となります。
①保護者等（親権者全員）の2018年度の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が非課税、もしくは生活保護

（生業扶助）受給世帯であること
⑧保護者等（親権者全員）が、大阪府内に在住していること　く3
⑤生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校に在学し、休学していないこと。ただし、2019年3月1日までに復学している

場合は対象
④生徒が、2014年4月l白以降に、高等学校等の第1学年に入学していること。2015年4月1日以降に第2学年に、2016
年度4月1日以降に第2・3学年に編転入学している生徒を含みます。

※この内容は2018年度のものです。2019年
度は変更となる培合があります。

※l　年齢及び扶養の状況は、2018年7月l日
時点で判断し、扶養の状況は、健康保険証
の組合員氏名が保彊者等（親権者）である
ことで確認します。

※2　－人親の場合、当骸兄弟姉妹は、申綱吉
（親権者）に扶差されていることが必要で

あり、再婚相手害申請書以外の親に扶養さ
れている堪合は、上線の兄弟姉妹に該当し
ません。

※3　保護者等（親権者全員）のいずれか一方が
他の都道府県に在住している娼合は、生活
の本拠が大阪府矧こある世帯で、かつ他の
都道府県に対し奨学のための給付金を申請
しない場合に限り、大阪府に申鴻できます。

［お問合せ先i
府民お問合せセンターピどっとライン

（06）6910－8001

大阪府教育庁私学謀
（06）6941－0351（代表）

●大阪府育英会でiま、向学心に富みながら経済的理由により修学が困難な生徒の方に奨学金の貸付を行っています。（保護者が大阪府民に限ります。）
●申し込み後の辞退か可能ですので、賃金に不安7〕、ある場合はお申込みください
●奨学金は貸付金です。将来の奨学生のために、必ず返還してください。（返還月額等は借入総額iこより異なります。

e奨学資金

音入学時増額奨学資金

機関名（名称）

日本政策金融公庫
（国の教育ローン）

教育ローンコールセンター

0570－008656

生徒1人につき

350万円以内

保護者の世話の年間収入（所得）が次の金額以下であること

給与所得者　　事業所得者

子とも1人　790万円　　　590万円

子とも2人　890万円　　　680万円

子とも3人　990万円　　　770万円

子とも4人以上　コールセンター（こお問合せください

☆利率は金融情動によって変動します。一定の要件を満たす方には優遇措置もか）ます。
☆詳しくは、https／／wwwl（cgoIP／∩パnance／SearCh／iPPanhlmI

名　　称 倬�����ｦ��貸　与　額 

生活福祉費金貸付制度 教育支援賞金 ��Xﾞ9Wｹ>�,从�ｨ+X,H*(.�+�,b��R�教育支援費（月額）（無利子） 高校　35，000円以内 

（教育支援費・就学支度費） （社福）大阪府社会福祉協議会 佛鞁��ｮ�.����)�凭ﾂ�就学支度費（無利子） 

500．000円以内 

母子・父子・寡婦福祉費金貨付制度 ��・就学支度資金（無利子） 

（修学賞金・就学支度資金） ��（入学時のみ） 

子を扶養する親が居住する ��高校私立410，000円以内 

市町福祉専務所（福祉専務所 ��・修学資金 府内高校は、授業料無償の 
る場合もあります。 

が必要 �+ﾘ-����ﾙWI���ｸ､��

〔兵庫県〕2018年度（新l年生のみ）

）※左記iま、2018年度新入生を対象としたものです。

今後変更（こなる場合があります。
※1　父母（いずれか1人（こ収入あり）、子とも2人

（高校生1人と中学生1人）の4人世帯の地合
の一例です。（実際の額iま、家族結成等により異
なります。）

※2　市町村民税のうち前年の住民税課税標準額に応
じて課税される税額（保護者合算）をいいます。

※3　台学級の授業料年額から、国の就学支援金や大
阪府の私立高等学校等授業料支援補助金、学校
独自の減免額等を差し引いた、実質的な授業料
負担額をいいます。

※4　2017年度以降入学の方で、市町村民税所得到
頭が251，000円以上304．200円未満（年収
のやす800万円以上910万円未満）で府内の私
立高彼等に3人以上通わせている世帯について、
大阪府授業料支援補助金の対象となる唱合は、
奨学黄金の貸付対象外となる揖合があります。

※5　高校等入学前に、入学金等必要な資金を貸し付
けするものです。進学後の貸付はできません。

，あ問合せ先］

在学する学校または
（公財）大阪府育英会採用貸付課
（06）6357－6272

http．／／wwwfu－ikueiO「．lP

機関名（名称） 倬�����ｦ��

20歳～66歳未満で最終返済時の年齢が 
教育ローン 冓縱Xﾜ駛)i��

返済期限 

10年以内（元金据置は就学期間かつ最長4年6ケ月以内） 
貸付限度額 

10万円～500万円 （1万円単位） ����ﾙWH�ｩy越b�

4．475％（変動金利）2018．3現在 

※各機関によって、貸付限度領・利率等に変更がある場合がありますので、利用にあたって
は各続開にお問合せください。

名　　称 倬�����ｶ｢�貸　与　額 

あしなが奨学金 �� 

あしなが育英会 �� 

庭の生徒・学生 ��

※各機関によって、貸付限度額・利率等に変更がある楊合がありますので利用にあたっては各機関に
お問合せください。

※大阪府内各市・町に、奨学金・入学資金の貸付・給付の制度がある塙合があります。詳しくは、お住ま
いの自治体にお問合せください。

〔奈良県〕2018年度

市町民税所得割額と県民税所得
朝飯の合算額が非課税

市町民税所得朝練と県民税所得
割頬の合算飯が85，500円未満

市町民税所得割額と県民税所得
剖厳の合算額が257．500円未満

市町杓民税所得朝顔が
非課税又は51，300円未満

市町村民税所得朝顔が
51．300円以上138，900円未満

《お問合せ先i）兵庫県企画県民部管理局私学教育課TELO78－341－7711（代表）　　　　　　　《お問合せ先》奈良県地域振興部数育娠典課私学係TEL0742－27－8347（直通）

（発行）大阪私立中学校高等学校連合会　大阪私立中学校高等学校保護者会連合会　TEJO6－6352－4761（制度に関するお問合せは、合お聞合せ先におかけください。）


